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   第５章 雑則 
 （情報又は意見の交換等） 
第 24 条 県は、県、市町、事業者及び県民が食の安全安心及び食育に関する情報又は意見
を交換し、相互に交流する機会を確保するよう努めるものとする。 

 （手数料） 
第 25条 第 12条第１項の規定による認定を受けようとする者は、認定を受けようとする工程１
件につき５万円の範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。 

 （補則） 
第 26条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。 
   第６章 罰則 
 （罰則） 
第 27 条 第 10 条の規定による命令に違反した者は、２年以下の懲役又は 100 万円以下の
罰金に処する。 

２ 第 11 条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定によ
る立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若
しくは虚偽の陳述をした者は、50万円以下の罰金に処する。 

 （両罰規定） 
第 28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
して、同条の罰金刑を科する。 

   附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、平成 18年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の際現に食品の製造等を行う工程で知事が定める食品の衛生管理及び情
報管理に関する基準に適合する旨の知事の認定を受けているものは、第 12 条第１項の規定
による認定を受けている工程とみなす。 

３ この条例の施行の際現に県内で生産された農林水産物又はこれを原料若しくは材料として
製造され、若しくは加工された食品で知事が定める安全性、品質、生産方法その他の特性に
関する基準に適合する旨の認証を受けているものは、第 13 条第１項の規定による認証を受
けている食品とみなす。 

 （附属機関設置条例の一部改正） 
４ 附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 
  第１条第１項の表健康対策協議会の項の次に次のように加える。 

食の安全安心と
食育審議会 
 

食の安全安心と食育に関する条例（平成18年兵庫県条例第20
号）による食の安全安心及び食育の推進に関する重要事項の調
査審議に関する事務 
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「食の安全安心と食育審議会」委員名簿 

                                              (敬称略、順不同)     
分野 役  職 氏  名 部 会 

学 
識 
経 
験 
者 

神戸大学大学院農学研究科 教授 
兵庫県立大学 名誉教授 
大阪府立大学院生命環境科学研究科 教授 
大阪大学ＣＯデザインセンター 教授 

芦田 均 
伊達 ちぐさ 
三宅 眞実 
八木 絵香 

会 長 
部会長 

消 
費 
者 
代 
表 

兵庫県消費者団体連絡協議会 常任理事 
公募委員 
公募委員 

  中道知代子 
濱田 真里  
佐々木なお子 

 

○ 

事 
業 
者 
代 
表 

兵庫県農業協同組合中央会 常務理事 
兵庫県漁業協同組合連合会 常務理事 
（一社）兵庫県食品産業協会 副会長 
兵庫県生活協同組合連合会 理事  

小寺 收 
田中 稔彦 
柳本 一郎 
中野 朋子 

 
○ 
 

関 
係 
団 
体 
代 
表 

(一社)兵庫県食品衛生協会 会長 
（公社）兵庫県栄養士会 会長 
兵庫県いずみ会 会長 
兵庫県ＰＴＡ協議会 専務理事 
兵庫県小学校長会 理事 

岩井 美晴 
榊 由美子 
登里 倭江 
西家 幸男 
今村 圭子 

 
○ 
○ 
○ 
○ 

  （○印︓ 食育推進部会の委員） 
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令和の新時代
人生100年時代を健康で心豊かに生きるための食育

第４次

令和４年３月
兵　庫　県

食で育む　元気なひょうご
“実践の「わ」を広げよう”

兵庫県マスコット　はばタン

兵庫県マスコット　はばタン


